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は
じ
め
に

山
田
作
之
助
（
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
―
一
九
九
五
（
平
成
七)

、
以
下
、
作
之
助
と
呼
ぶ
）
は
、
大
正
末
年
以
来
、
神
戸
を

本
拠
に
、
弁
護
士
と
し
て
長
ら
く
企
業
法
務
や
渉
外
関
係
の
事
件
を
専
門
に
手
が
け
、
途
中
、
一
九
六
○
（
昭
和
三
五
）
年
か
ら
一

九
六
六
（
昭
和
四
一
）
年
に
か
け
て
神
戸
弁
護
士
会
（
当
時
）
会
員
と
し
て
初
の
最
高
裁
判
所
判
事
を
務
め
た
、
法
曹
界
の
重
鎮
で

あ
っ
た
。
作
之
助
は
、
太
平
洋
戦
争
末
期
の
一
九
四
五
（
昭
和
二
○
）
年
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
、
神
戸
市
垂
水
区
塩
屋
町
の
洋
館

（
以
下
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
と
呼
ぶ
）
に
住
居
を
構
え
て
い
た
。
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
は
、
擬
和
風
と
も
言
う
べ
き
折
衷
様
式
の
ユ
ニ
ー
ク

な
も
の
で
あ
り
、「
兵
庫
県
の
近
代
化
遺
産
」
や
「
ひ
ょ
う
ご
の
近
代
住
宅
百
選
」
に
も
選
ば
れ
た
名
建
築
で
あ
っ
た
。

(

�)

作
之
助
自

身
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
自
邸
に
深
い
愛
着
を
抱
い
て
い
た
。
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一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
五
月
、
作
之
助
は
九
十
九
歳
の
天
寿
を
全
う
し
て
死
去
し
た
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
の
間
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス

邸
は
、
神
戸
在
住
の
作
之
助
の
二
女
の
意
向
に
よ
り
処
分
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
作
之
助
の
前
の
所
有
者
の
代
か
ら
仕
え
た
管
理
人
に

よ
り
管
理
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
後
述
す
る
経
緯
に
よ
り
、
作
之
助
没
後
十
九
年
目
の
二
○
一
三
（
平
成
二
五
）
年
一
一
月
、
旧

ジ
ョ
ネ
ス
邸
は
、
地
域
の
象
徴
と
し
て
同
邸
の
保
存
活
動
に

(

�)

取
り
組
ん
だ
地
域
住
民
や
建
築
関
係
者
に
惜
し
ま
れ
つ
つ
、
解
体
さ
れ

た
。

(

�)

そ
の
際
、
作
之
助
が
遺
し
た
と
見
ら
れ
る
多
数
の
文
書
、
書
簡
、
図
書
、
写
真
そ
の
他
の
多
種
多
様
な
資
料
が
、
同
邸
の
保
存

活
動
に
参
加
し
た
地
域
住
民
に
よ
っ
て
同
邸
内
で
発
見
、
回
収
さ
れ
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
山
田
作
之
助
関
係
資
料
」
と
は
、

作
之
助
が
長
年
居
住
し
て
い
た
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
内
よ
り
解
体
時
に
回
収
さ
れ
た
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
総
称
で
あ
る
。

山
田
作
之
助
関
係
資
料
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
経
緯
に
よ
り
、
現
在
、
神
戸
学
院
大
学
（
以
下
、
本
学
と
呼
ぶ
）
に
お
い
て
、

正
式
譲
渡
を
前
提
に
、
現
所
有
者
の

｢
一
般
社
団
法
人

旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
を
次
代
に
引
き
継
ぐ
会｣

(

後
述)

か
ら
寄
託
を
受
け
て
、

分
類
整
理
の
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
二
○
一
五
（
平
成
二
七
）
年
度
よ
り
、
科
学
研
究
費
補
助
金

の
助
成
を
受
け
て
共
同
研
究
「
最
高
裁
判
事
・
山
田
作
之
助
を
起
点
と
し
た
二
十
世
紀
の
法
実
務
と
学
知
の
交
錯
」(

基
盤
研
究

（
Ｃ)

・
課
題
番
号
一
五
Ｋ
〇
三
○
九
六
、
通
称
・
山
田
科
研
）
が
、
本
学
法
学
部
お
よ
び
人
文
学
部
所
属
の
専
任
教
員
を
研
究
分

担
者
と
し
て
発
足
し
た
。
二
○
一
六
（
平
成
二
八
）
年
七
月
二
日
に
開
催
さ
れ
た
山
田
科
研
第
一
回
研
究
会
で
は
、
主
に
山
田
作
之

助
と
そ
の
父
・
喜
之
助
の
生
涯
や
親
族
関
係
を
テ
ー
マ
と
し
て
三
本
の
研
究
報
告
が
行
わ
れ
、
引
き
続
き
報
告
者
と
参
加
者
と
の
間

で
活
発
な
質
疑
応
答
が
交
わ
さ
れ
た
。

(

�)

作
之
助
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
辻
村
亮
彦
・
本
学
法
学
部
専
任
講
師
が
、
ま
た
作
之
助
の
父
で
大
審
院
検
事
・
判
事
、
司
法
次
官

等
の
要
職
を
歴
任
し
た
山
田
喜
之
助
と
そ
の
親
族
関
係
に
つ
い
て
は
、
七
戸
克
彦
・
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
論
考
に

(

�)

お
い
て
詳
細
に
論
じ
て
お
り
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
れ
ら
の
論
考
お
よ
び
本
稿
は
、
前
述
の
第
一
回
研
究
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会
に
お
け
る
研
究
報
告
に
基
づ
い
て
い
る
。

山
田
作
之
助
関
係
資
料
は
、
わ
が
国
の
実
務
法
曹
の
事
績
に
つ
い
て
の
実
証
的
研
究
を
進
め
て
い
く
上
で
、
疑
い
な
く
一
級
の
価

値
を
備
え
て
い
る
。
加
え
て
、
地
域
の
先
人
の
事
績
と
遺
物
を
、
地
域
の
人
々
の
記
憶
に
と
ど
め
、
地
域
独
自
の
資
産
と
し
て
ど
の

よ
う
に
活
用
し
て
い
く
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
関
心
か
ら
は
、
同
資
料
は
、
塩
屋
、
ひ
い
て
は
神
戸
の
貴
重
な
地
域
資
産
と
い
え
よ

う
。本

稿
で
は
、
本
学
が
山
田
作
之
助
関
係
資
料
を
受
け
入
れ
る
ま
で
の
経
緯
を
辿
り
、
本
学
で
の
同
資
料
の
保
存
活
用
に
つ
き
今
後

の
課
題
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

一

旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
保
存
活
動
と
山
田
作
之
助
関
係
資
料

（
一)

旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
と
山
田
作
之
助

一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
、F

.
M

.
Jo

n
as
(

�)
の
私
邸
が
、
神
戸
・
塩
屋
の
地
に
建
て
ら
れ
た
。
そ
の
邸
宅
は
、
建
築
当
初
は
西
洋

館
一
棟
、
総
檜
作
り
の
和
館
の
付
属
屋
一
棟
お
よ
び
温
室
二
棟
か
ら
な
っ
て
お
り
、
境
川
西
側
海
岸
沿
い
に
位
置
し
て
い
た
。
こ
の

洋
館
こ
そ
が
、
後
に
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
建
物
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
一
九
四
五
（
昭
和
二
○
）
年
三
月
、
右
の
邸
宅
の
所
有
者
で
あ
っ
た

F
re

d
e

rick
(

F
ran

k)
M

o
rris

Jo
n

as

（
以
下
、

父F
re

d
e

rick
M

au
rice

と
区
別
す
る
都
合
上
、
同
人
をF

ran
k

M
o

rris

と
呼
ぶ
）
は
、
自
邸
を
作
之
助
に
売
却
し
た
。
作
之
助
は
、

神
戸
大
空
襲
の
前
日
で
あ
る
同
年
三
月
一
七
日
、
一
家
を
挙
げ
てF

ran
k

M
o

rris

の
か
つ
て
の
私
邸
に
転
居
し
た
。

(

�)
F

ran
k

M
o

rris

自
身
は
、
和
館
の
附
属
屋
に
移
り
住
み
、
一
九
五
○
（
昭
和
二
五
）
年
に
死
去
す
る
ま
で
そ
こ
に
居
住
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
作
之
助
が

F
ran

k
M

o
rris

か
ら
そ
の
自
邸
を
買
い
受
け
る
に
至
っ
た
経
緯
を
直
接
明
ら
か
に
す
る
文
書
等
は
、
管
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見
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
山
田
作
之
助
関
係
資
料
中
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
以
下
は
、
同
資
料
に
含
ま
れ
る
書
簡
等
か
ら
の
推
測
で

あ
る
。

作
之
助
は
、
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
に
神
戸
弁
護
士
会
に
弁
護
士
登
録
を
し
、
義
父
で
主
に
渉
外
関
係
事
件
を
扱
う
弁
護
士

の
高
倍
権
太
郎
と
共
同
で
、
遅
く
と
も
一
九
三
五
（
昭
和
一
○
）
年
ま
で
に
は
「
高
倍
山
田
法
律
事
務
所
」
の
名
称
で
法
律
事
務
所

を
営
ん
で
い
た
。

(
�)

作
之
助
は
、
高
倍
の
後
継
者
と
し
て
、
神
戸
に
本
支
店
を
置
く
金
融
、
貿
易
、
海
運
、
造
船
、
繊
維
等
の
有
力
企

業
か
ら
依
頼
を
受
け
て
、
金
融
法
務
を
中
心
と
す
る
企
業
法
務
や
渉
外
関
係
の
事
件
を
主
に
手
が
け
る
ビ
ジ
ネ
ス
・
ロ
イ
ヤ
ー
で
あ
っ

た
。

(

�)

他
方
、F

ran
k

M
o

rris

は
、
神
戸
で
貿
易
商
と
し
て｢

エ
フ
・
エ
ム
・
ジ
ヨ
ネ
ス
商
会｣

(

�)

を
経
営
し
て
お
り
、
作
之
助
の
所
属
す

る
事
務
所
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で
あ
っ
た
。

(

�)

し
か
し
、F

ran
k

M
o

rris

は
、
仕
事
上
の
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
作
之
助
と
は
個
人
的

に
も
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

(
�)

そ
の
た
め
か
、
作
之
助
は
、
太
平
洋
戦
争
の
勃
発
に
伴
い
生
じ
た
、F

ran
k

M
o

rris

の
抑
留
問
題
の
解
決
に
も
尽
力
し
た
よ
う
で
あ
る
。

(

�)
F

ran
k

M
o

rris

は
、
お
そ
ら
く
は
経
済
的
困
窮
の
た
め
、
自
邸
を
売
却
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
前
述
の
事
情
か
ら
窺
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
作
之
助
と
の
そ
れ
ま
で
の
交
誼
が
決

め
手
と
な
っ
て
、F

ran
k

M
o

rris

は
、
住
み
慣
れ
た
自
邸
の
売
却
相
手
と
し
て
他
な
ら
ぬ
作
之
助
を
選
ん
だ
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

戦
後
の
住
宅
難
の
時
期
に
あ
っ
て
、F

ran
k

M
o

rris

が
自
邸
の
売
却
後
も
な
お
、
そ
の
死
去
ま
で
の
間
、
和
館
の
附
属
屋
に
居
住

す
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
も
、
作
之
助
と
の
長
年
の
交
誼
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

作
之
助
が
最
高
裁
判
所
判
事
に
就
任
す
る
直
前
の
一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
、
旧
国
鉄
鷹
取
駅
・
同
明
石
駅
間
の
複
々
線
化
事

業
に
伴
い
、
境
川
西
側
海
岸
沿
い
の
自
邸
の
敷
地
が
線
路
用
地
と
し
て
買
収
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
自
邸
の
解
体
撤
去
を
迫

ら
れ
た
作
之
助
は
、
自
邸
の
あ
る
場
所
か
ら
八
○
○
メ
ー
ト
ル
西
側
の
変
電
所
跡
地
に
新
た
な
敷
地
を
確
保
し
た
上
で
、
洋
館
の
み
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を
移
築
し
た
。

移
築
の
際
に
は
、
建
物
の
一
部
に
手
を
加
え
た
が
、
多
く
の
部
材
や
装
飾
に
は
元
の
部
材
を
用
い
、
外
観
も
元
の
デ
ザ
イ
ン
を
踏

襲
し
た
。

(
�)

ま
た
、
作
之
助
は
、
建
物
の
移
築
先
の
同
じ
敷
地
内
に
、
和
館
の
付
属
屋
の
解
体
で
生
じ
た
部
材
を
用
い
て
門
番
小
屋
を

新
築
し
、
そ
こ
にF

ran
k

M
o

rris

に
仕
え
て
い
た
女
性
と
そ
の
家
族
を
住
ま
わ
せ
、
自
邸
の
維
持
管
理
を
任
せ
た
。

以
来
、
作
之
助
は
、
最
高
裁
判
所
判
事
の
在
任
期
間
中
を
除
き
、
晩
年
ま
で
自
邸
で
あ
る
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
に
居
住
し
続
け
た
。

(

�)

（
二)

旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
保
存
運
動
の
始
ま
り

作
之
助
の
死
後
、
そ
の
遺
族
で
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
に
居
住
す
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
例
外
的
に
神
戸
在
住
の
作
之
助
の
二
女
・
岩
�

昌
（
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
―
二
○
一
二
（
平
成
二
四)

、
以
下
、
昌
と
呼
ぶ
）
が
、
自
身
の
教
会
活
動
で
時
折
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸

を
使
用
し
て
い
た
。
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
維
持
管
理
は
、
作
之
助
に
仕
え
た
管
理
人
の
女
性
に
従
前
通
り
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
昌
は
、

作
之
助
か
ら
「
こ
の
家
を
大
切
に
す
る
よ
う
に
」
と
聞
か
さ
れ
て
育
っ
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
の
移
築
の
際
、
作
之
助
は
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
建
物
お
よ
び
敷
地
を
、
東
京
在
住
の
長

男
で
あ
る
山
田
弘
之
助
（
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
―
一
九
九
○
（
平
成
二)

、
弁
護
士
、
以
下
、
弘
之
助
と
呼
ぶ
）
の
登
記
名
義

と
し
た
。

(

�)

一
九
九
○
（
平
成
二
）
年
に
は
、
弘
之
助
の
死
去
に
よ
り
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
建
物
お
よ
び
敷
地
は
、
弘
之
助
の
三
人
の

子
、
す
な
わ
ち
長
女
（
弁
護
士)

、
長
男
（
公
認
会
計
士
）
お
よ
び
二
男
（
弁
護
士
）
に
共
同
相
続
さ
れ
た
。

(

�)

二
○
一
二
（
平
成
二
四
）
年
八
月
、
作
之
助
の
遺
志
を
受
け
継
い
で
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
保
存
に
強
い
意
思
を
持
っ
て
い
た
昌
が
死

去
し
た
。
そ
の
翌
月
、
弘
之
助
の
三
人
の
子
は
、
弘
之
助
か
ら
共
同
相
続
し
た
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
建
物
お
よ
び
敷
地
を
一
括
で
売
り

渡
す
旨
の
合
意
を
、
マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
業
者
と
の
間
で
締
結
し
た
。

(

�)

マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
業
者
は
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
を
取
り
壊
し
、
そ
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の
跡
地
に
十
階
建
て
の
マ
ン
シ
ョ
ン
一
棟
の
建
設
を
計
画
し
て
い
た
。

旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
建
物
お
よ
び
敷
地
の
売
却
に
向
け
た
手
続
き
が
進
む
中
、
二
○
一
二
（
平
成
二
四
）
年
秋
、
マ
ン
シ
ョ
ン
開
発

業
者
が
、
当
時
九
十
歳
を
超
え
て
い
た
管
理
人
の
女
性
に
門
番
小
屋
か
ら
の
退
去
を
求
め
た
。
そ
の
事
実
は
、｢

塩
屋
ま
ち
づ
く
り

推
進
会｣
（
以
下
、
推
進
会
と
呼
ぶ
）

(

�)

に
集
う
地
域
住
民
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
地
域
住
民
の
有
志
は
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
が
解

体
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
協
議
会
と
は
別
に
「
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
を
次
代
に
引
き
継
ぐ
会
」(

以
下
、
引
き
継
ぐ
会
と

呼
ぶ
）

(

�)

を
組
織
し
、
当
時
の
所
有
者
（
す
な
わ
ち
、
弘
之
助
の
三
人
の
子
）
に
対
し
て
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
保
存
を
嘆
願
す
る
手
紙
を

送
付
し
た
り
、
弁
護
士
に
相
談
し
た
り
す
る
な
ど
、
同
邸
の
保
存
活
用
に
向
け
た
活
動
を
開
始
し
た
。

そ
の
後
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
解
体
危
機
は
、
翌
二
○
一
三
（
平
成
二
五
）
年
一
月
二
三
日
付
の
神
戸
新
聞
の
記
事
を
皮
切
り
に
マ

ス
コ
ミ
で
も
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
、

(

�)

地
域
外
に
も
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
間
、
二
○
一
三
（
平
成
二
五
）
年
三
月
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
と
そ
の
敷
地
の
所
有
権
が
マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
業
者
に
移
転
し
、

(

�)

旧

ジ
ョ
ネ
ス
邸
跡
地
で
の
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
計
画
が
大
き
く
前
進
し
た
。

同
年
四
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
引
き
継
ぐ
会
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
業
者
と
の
間
で
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
保
存
活
用
の
途
を
模

索
す
べ
く
、
交
渉
を
重
ね
た
。

(

�)

そ
の
結
果
、
マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
業
者
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
着
工
予
定
時
期
を
同
年
六
月
ま
で
延
期
し

た
。

(

�)

ま
た
、
同
年
六
月
一
九
日
、
神
戸
市
議
会
都
市
防
災
委
員
会
は
、
所
有
者
に
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
保
存
活
用
を
働
き
か
け
る
こ
と

な
ど
を
神
戸
市
に
求
め
る
旨
の
、
地
元
住
民
の
陳
情
を
採
択
し
た
。

(
�)

同
年
六
月
二
四
日
、
引
き
継
ぐ
会
の
代
表
者
が
、
マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
業
者
の
本
社
（
香
川
県
高
松
市
）
を
訪
問
し
、
同
社
の
責
任

者
と
面
会
の
上
、
九
月
末
ま
で
の
解
体
延
期
を
申
し
入
れ
た
。

(

	)

こ
の
直
接
交
渉
の
結
果
、
同
社
役
員
会
は
、
同
年
七
月
一
日
、
旧
ジ
ョ

ネ
ス
邸
の
解
体
を
さ
ら
に
三
か
月
延
期
す
る
決
定
を
下
し
た
。

(


)

し
か
し
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
解
体
の
三
か
月
延
期
と
い
う
成
果
は
、
無
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条
件
で
得
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
交
渉
に
際
し
、
引
き
継
ぐ
会
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
業
者
と
の
間
で
、「
書
面
に
て
九
月

末
ま
で
の
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
購
入
を
確
約
し
た
上
、
万
が
一
購
入
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
も
そ
れ
以
上
の
延
長
は
求
め
な
い
」
旨
の
念

書
を
交
わ
し
て
い
た
。

(

�)

こ
の
念
書
を
交
わ
し
た
こ
と
は
、
引
き
継
ぐ
会
の
副
理
事
長
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
保
存

実
現
の
た
め
の
「
あ
る
種
の
賭
」

(

�)

で
あ
っ
た
。

同
年
六
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
引
き
継
ぐ
会
は
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
買
い
取
り
の
実
現
だ
け
で
な
く
、
買
い
取
り
後
の
保
存
活

用
に
地
域
住
民
が
永
続
的
に
関
わ
る
仕
組
み
づ
く
り
に
努
め
た
。
そ
の
結
果
、
同
年
八
月
、
買
い
取
り
後
の
同
邸
の
所
有
主
体
と
し

て
「
合
同
会
社

塩
屋
百
年
舎
」
が
、
ま
た
、
買
い
取
り
の
原
資
と
な
る
寄
付
金
の
管
理
主
体
と
し
て
、
従
来
の
引
き
継
ぐ
会
を
法

人
化
し
た
「
一
般
社
団
法
人

旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
を
次
代
に
引
き
継
ぐ
会
」(

以
下
、
法
人
化
の
前
後
で
区
別
せ
ず
に
、
引
き
継
ぐ
会

と
呼
ぶ
）
が
、
相
次
い
で
設
立
さ
れ
た
。

(

�)

同
年
九
月
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
を
営
む
米
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
が
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
買
い
取
り
を
希
望
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン

開
発
業
者
と
交
渉
を
開
始
し
た
。

(

�)

し
か
し
結
局
、
米
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
に
よ
る
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
買
い
取
り
は
不
調
に
終
わ
り
、
マ

ン
シ
ョ
ン
開
発
会
社
と
の
間
で
交
わ
し
た
念
書
で
定
め
た
、
九
月
末
の
買
取
期
限
が
到
来
し
た
。

旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
解
体
の
運
命
は
、
こ
の
と
き
定
ま
っ
た
。

（
三)

旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
解
体
と
山
田
作
之
助
関
係
資
料
の
搬
出

二
○
一
三
（
平
成
二
五
）
年
一
○
月
二
五
日
、
マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
業
者
は
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
解
体
工
事
を
開
始
し
た
。

こ
れ
に
先
立
ち
、
マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
業
者
は
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
建
具
備
品
類
を
引
き
継
ぐ
会
に
譲
渡
し
た
。
引
き
継
ぐ
会
の
会

員
ら
は
、
解
体
工
事
開
始
前
後
の
約
二
週
間
と
い
う
短
期
間
で
、
ド
ア
な
ど
の
建
具
、
床
、
家
具
類
の
他
、
屋
内
に
放
置
さ
れ
て
い
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た
山
田
作
之
助
関
係
資
料
を
搬
出
し
た
。

(

�)

（
四)
旧
後
藤
邸
で
の
山
田
作
之
助
関
係
資
料
の
一
時
保
管

二
○
一
三
（
平
成
二
五
）
年
一
○
月
、
山
田
作
之
助
関
係
資
料
は
、
引
き
継
ぐ
会
の
会
員
ら
に
よ
り
、
一
時
保
管
の
た
め
、
旧
ジ
ョ

ネ
ス
邸
の
所
在
地
か
ら
ほ
ど
近
い
、
塩
屋
町
の
旧
後
藤
邸
に
搬
入
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
旧
後
藤
邸
は
神
戸
市
の
管
理
物
件
で
あ
り
、
一
時
保
管
の
期
間
は
、
管
理
者
で
あ
る
神
戸
市
側
の
条
件
に
従
い
、
翌
二

○
一
四

(

平
成
二
六)
年
九
月
ま
で
の
一
年
間
と
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
引
き
継
ぐ
会
と
し
て
は
、
そ
の
期
間
内
に
、
同
資
料
の
受

け
入
れ
先
と
な
る
大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関
を
探
す
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(

�)

二

本
学
へ
の
山
田
作
之
助
関
係
資
料
の
受
け
入
れ
ま
で

二
○
一
四
（
平
成
二
六
）
年
六
月
一
四
日
頃
、
引
き
継
ぐ
会
理
事
長
の
森
本
ア
リ
、
同
副
理
事
長
の
信
森
徹
の
両
氏
は
、
同
理
事

の
北
夙
川
不
可
止
氏
を
通
じ
て
、
そ
の
知
人
で
あ
る
大
原
良
通
・
本
学
人
文
学
部
教
授
（
チ
ベ
ッ
ト
古
代
史
専
攻
）
に
、
本
学
へ
の

山
田
作
之
助
関
係
資
料
の
受
け
入
れ
を
打
診
し
た
。

(

�)

こ
れ
を
受
け
て
、
同
年
六
月
二
八
日
、
大
原
教
授
は
、
水
本
良
典
・
本
学
人
文
学
部
教
授
（
日
本
古
代
史
専
攻)

、
和
仁
か
や
・

本
学
法
学
部
准
教
授
（
所
属
は
当
時
、
日
本
法
制
史
専
攻
）
を
同
伴
し
て
、
資
料
の
一
時
保
管
場
所
で
あ
る
旧
後
藤
邸
に
出
向
き
、

信
森
氏
の
案
内
で
、
同
邸
で
一
時
保
管
中
の
山
田
作
之
助
関
係
資
料
を
検
分
し
た
。
大
原
教
授
は
、
水
本
教
授
お
よ
び
和
仁
准
教
授

と
の
協
議
の
結
果
、
同
資
料
の
学
術
的
価
値
に
鑑
み
、
そ
の
保
全
の
た
め
、
本
学
有
瀬
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
資
料
を
受
け
入
れ
る
方
向

で
、
学
内
調
整
を
開
始
し
た
。

(

�)

神戸学院法学 第46巻第２号
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同
年
九
月
五
日
お
よ
び
八
日
、
大
原
教
授
お
よ
び
和
仁
准
教
授
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
部
演
習
に
所
属
す
る
学
生
と
共
に
、
本
学
図

書
館
有
瀬
館
の
事
務
職
員
の
協
力
も
得
て
、
塩
屋
町
の
旧
後
藤
邸
よ
り
、
本
学
有
瀬
キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
一
室
に
山
田
作
之
助
関
係
資

料
を
搬
入
し
た
。
な
お
、
五
日
の
搬
入
作
業
に
は
、
足
立
公
志
朗
・
本
学
法
学
部
准
教
授

(

民
法
専
攻)

お
よ
び
筆
者

(

同)

も
参

加
し
、
資
料
の
状
況
を
確
認
し
た
。

二
○
一
五
（
平
成
二
七
）
年
四
月
、
共
同
研
究
「
最
高
裁
判
事
・
山
田
作
之
助
を
起
点
と
し
た
二
十
世
紀
の
法
実
務
と
学
知
の
交

錯
」
が
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
）
に
採
択
さ
れ
た
こ
と
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
す
で
に
触
れ
た
。
そ
の

研
究
目
的
は
、
山
田
科
研
の
研
究
計
画
調
書
お
よ
び
交
付
申
請
書
に
よ
れ
ば
、「
最
高
裁
判
事
・
山
田
作
之
助
が
実
務
上
及
び
個
人

的
に
蒐
集
し
た
旧
蔵
書
・
文
書
資
料
を
学
界
共
有
の
財
産
と
し
て
広
く
研
究
者
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
二
十
世
紀
に
お

け
る
我
が
国
の
法
実
務
と
、
そ
れ
を
軸
と
し
た
学
問
及
び
社
会
状
況
全
般
と
を
実
証
的
か
つ
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
、
も
し
く
は

そ
の
た
め
の
基
盤
作
り
を
行
う
こ
と
」
に
あ
る
。

本
共
同
研
究
の
研
究
代
表
者
に
は
和
仁
か
や
・
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授
（
日
本
法
制
史
）
が
就
き
、
研
究
分
担
者

に
は
前
出
の
大
原
教
授
、
足
立
准
教
授
お
よ
び
筆
者
の
他
に
、
下
村
太
一
・
本
学
法
学
部
専
任
講
師
（
日
本
政
治
史
）
と
辻
村
亮
彦
・

本
学
法
学
部
専
任
講
師
（
日
本
法
制
史
）
が
加
わ
っ
た
。
研
究
期
間
は
二
○
一
八
（
平
成
三
○
）
年
三
月
ま
で
の
三
か
年
で
あ
る
。

科
学
研
究
費
の
交
付
に
よ
り
、
山
田
作
之
助
関
係
資
料
の
分
類
整
理
お
よ
び
研
究
の
た
め
の
当
初
基
盤
が
整
え
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
山
田
作
之
助
関
係
資
料
に
つ
い
て
は
、
前
出
の
水
本
教
授
の
助
言
指
導
の
下
、
本
学
大
学
院
人
間
文
化
学
研
究
科
の
大

学
院
生
や
本
学
人
文
学
部
の
卒
業
生
の
有
志
に
よ
り
、
ボ
ー
ル
紙
製
の
文
書
整
理
箱
を
用
い
て
分
類
整
理
が
な
さ
れ
た
。

(

�)

こ
れ
に
よ

り
、
二
○
一
六
（
平
成
二
八
）
年
一
月
以
降
、
同
資
料
は
ひ
と
ま
ず
閲
覧
可
能
な
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
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お
わ
り
に

以
上
の
経
緯
に
よ
り
、
本
学
は
山
田
作
之
助
関
係
資
料
を
受
け
入
れ
る
に
至
っ
た
。
今
後
、
現
所
有
者
の
引
き
継
ぐ
会
か
ら
正
式

に
譲
渡
を
受
け
た
と
し
て
、
こ
の
貴
重
な
資
料
を
ど
の
よ
う
に
保
存
し
活
用
し
て
い
く
べ
き
か
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
一
に
、
学
内
に
お
け
る
保
管
体
制
の
構
築
と
保
管
の
た
め
の
環
境
の
整
備
で
あ
る
。
現
在
、
山
田
作
之
助
関
係
資
料
は
、
本
学

有
瀬
キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
一
室
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
空
調
で
室
温
を
間
断
な
く
一
定
に
保
つ
な
ど
、
歴
史
資
料
の
保
存
に
必
要
な
最

低
限
の
対
応
は
と
っ
て
い
る
が
、
資
料
の
中
に
は
紙
の
劣
化
等
に
よ
り
長
期
保
存
が
危
ぶ
ま
れ
る
も
の
も
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
資
料
に
つ
い
て
は
目
下
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
化
に
よ
る
電
子
記
録
の
作
業
を
進
め
て
い
る
が
、
資
料
価
値
の
維
持
と
い

う
要
請
か
ら
す
る
と
、
現
物
で
の
保
存
に
よ
り
適
し
た
環
境
の
整
備
が
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
現
在
の
保
管
場
所
自
体
も
学
内

で
暫
定
的
に
割
り
当
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
場
所
を
他
に
転
用
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
、
資
料
の
保
管
場
所

を
学
内
で
新
た
に
確
保
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
単
に
資
料
を
保
管
す
る
だ
け
で
な
く
、
将
来
的
に
は
外
部
の
閲
覧
希
望
者
に
も
適

切
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
一
定
の
場
所
を
学
内
に
確
保
し
て
恒
久
的
な
保
管
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
は
喫
緊
の
課
題

で
あ
る
。

第
二
の
課
題
は
、
山
田
作
之
助
関
係
資
料
を
利
用
可
能
な
状
態
に
す
る
た
め
、
早
期
に
そ
の
分
類
整
理
を
完
了
し
、
資
料
目
録
を

作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
大
学
院
生
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
数
名
雇
い
、
図
書
類
に
つ
い
て
優
先
的
に
分
類
整
理
を
進
め
て
い
る
。

文
書
類
に
関
し
て
は
そ
の
作
成
時
期
、
形
態
、
形
式
、
内
容
な
ど
が
多
種
多
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
々
の
資
料
利
用
の
便
宜
を
見

据
え
、
分
類
整
理
の
方
針
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
在
交
付
を
受
け
て
い
る
科
学
研
究
費
の
研
究
期
間
は
二
○
一
八

神戸学院法学 第46巻第２号
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（
平
成
三
○
）
年
三
月
ま
で
で
あ
る
が
、
資
料
の
分
類
整
理
自
体
、
膨
大
な
時
間
、
労
力
そ
し
て
費
用
を
伴
う
。
研
究
期
間
終
了
後

も
、
資
料
目
録
（
と
り
わ
け
、
文
書
目
録
）
の
完
成
に
向
け
て
、
さ
ら
な
る
研
究
資
金
の
獲
得
が
必
要
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

第
三
の
課
題
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
山
田
作
之
助
関
係
資
料
を
研
究
資
料
と
し
て
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
い
く
か
、
で
あ
る
。

同
資
料
に
依
拠
し
て
今
後
ど
の
よ
う
に
研
究
を
進
め
て
い
く
か
は
、
本
共
同
研
究
の
各
研
究
分
担
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
作
之
助

は
長
期
間
に
わ
た
り
、
法
曹
界
だ
け
で
な
く
、
神
戸
の
財
界
や
地
域
社
会
で
も
活
躍
し
、
多
方
面
に
足
跡
を
残
し
た
重
要
人
物
だ
け

に
、
各
分
担
者
の
専
門
分
野
や
問
題
関
心
に
即
し
て
、
多
様
で
学
際
的
な
研
究
成
果
が
期
待
さ
れ
る
。

そ
の
際
、
取
り
扱
い
や
利
用
に
一
定
の
注
意
な
い
し
配
慮
を
必
要
と
す
る
の
は
、
つ
ぎ
の
二
種
の
資
料
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
作
之

助
の
家
族
に
関
す
る
も
の
（
書
簡
、
写
真
等)

、
も
う
ひ
と
つ
は
作
之
助
が
弁
護
士
の
職
務
の
た
め
に
作
成
し
た
文
書
類
（
意
見
書
、

手
帳
、
メ
モ
等
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
個
人
情
報
を
か
な
り
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
で
こ
れ
ら
の
資
料
の
無
制
限
な
い
し

無
条
件
の
閲
覧
や
利
用
は
考
え
ら
れ
な
い
。
当
面
は
資
料
の
分
類
整
理
を
先
行
さ
せ
つ
つ
、
資
料
の
閲
覧
や
利
用
に
つ
い
て
は
、
基

本
的
に
は
本
共
同
研
究
の
参
加
者
の
協
議
に
基
づ
き
、
あ
く
ま
で
も
学
術
研
究
目
的
に
限
っ
て
、
そ
の
可
否
や
範
囲
等
を
そ
の
都
度

判
断
し
な
が
ら
、
ル
ー
ル
を
継
続
的
に
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

最
後
に
、
山
田
作
之
助
関
係
資
料
の
保
全
に
関
わ
っ
た
方
々
に
対
し
て
、
こ
の
間
の
ご
尽
力
に
心
か
ら
敬
意
を
表
す
と
共
に
、
今

後
、
本
学
で
の
同
資
料
の
保
存
お
よ
び
研
究
に
引
き
続
き
ご
理
解
並
び
に
ご
協
力
を
賜
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と

と
す
る
。

(

�)

兵
庫
県
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
財
室
編
『
兵
庫
県
の
近
代
化
遺
産：
兵
庫
県
近
代
化
遺
産
（
建
造
物
等
）
総
合
調
査
報
告
書
』

(

兵
庫
県
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
財
室
、
二
○
○
六
（
平
成
一
八
）
年
）
二
四
六
頁
に
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
は
「
旧
ジ
ュ
ネ
ス
家
住
宅
」

神戸学院大学・山田作之助関係資料の受け入れの経緯について
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(

番
号

〇
一
五
五
九
）
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
同
報
告
書
二
七
二
頁
で
は
、
現
名
称
は
「
山
田
家
住
宅
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
他
、
神
戸
市
教
育
委
員
会
編
『
神
戸
市
内
の
近
代
洋
風
建
築
』(

神
戸
市
、
一
九
八
四
（
昭
和
五
九
）
年
）
八
〇
頁
は
、「
神
戸
近

代
建
築
物
リ
ス
ト
」
の
垂
水
区
の
部
に
お
い
て
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
を
「
山
田
邸
」(

番
号
〇
一
三
）
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
。

(

�)
後
述
す
る
よ
う
に
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
が
解
体
さ
れ
る
直
前
の
約
一
年
間
、
塩
屋
の
地
域
住
民
の
有
志
は
、
同
邸
を
地
域
の
共
有
財
産

と
位
置
づ
け
、
そ
の
保
存
活
用
の
た
め
一
般
財
団
法
人
や
合
同
会
社
を
設
立
し
、
最
終
的
に
は
不
調
に
終
わ
っ
た
が
、
同
邸
の
買
い
取
り

ま
で
試
み
た
。
水
島
あ
か
ね
＝
浅
見
雅
之
＝
玉
田
浩
之
「
地
域
資
源
と
し
て
の
近
代
住
宅
の
保
存
継
承
に
関
す
る
研
究
」
住
総
研
研
究
論

文
集
四
二
号
（
一
般
財
団
法
人
住
総
研
、
二
○
一
五
年
）
一
五
七
―
一
六
八
頁
﹇
以
下
、
水
島
他
（
二
○
一
五
）
と
略
記
す
る
﹈
は
、
旧

ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
保
存
活
動
を
、
地
域
住
民
や
マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
業
者
だ
け
で
な
く
、
行
政
関
係
者
や
同
邸
の
保
存
活
動
を
報
じ
た
報
道
関

係
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
に
基
づ
き
詳
細
に
跡
づ
け
た
労
作
で
あ
り
、
本
稿
も
そ
の
叙
述
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

な
お
、
水
島
他
（
二
○
一
五
）
は
、
住
総
研
（
旧
・
住
宅
総
合
研
究
財
団
）
の
二
○
一
六
年
度
の
研
究
選
奨
を
受
賞
し
て
い
る
。
高
松

浩
志
「
洋
館
保
存
運
動

論
文
に
」
朝
日
新
聞
朝
刊
神
戸
版
二
○
一
六
（
平
成
二
八
）
年
八
月
一
日
三
○
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

(

�)

後
述
す
る
よ
う
に
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
跡
地
に
は
十
階
建
て
の
マ
ン
シ
ョ
ン
一
棟
が
建
設
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
○
一
五
（
平
成
二

七
）
年
三
月
六
日
、
敷
地
北
西
端
の
国
道
二
号
線
に
面
し
た
部
分
に
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
を
記
念
し
た
プ
レ
ー
ト
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
点

に
つ
き
、
一
般
社
団
法
人
・
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
を
時
代
に
引
き
継
ぐ
会
「
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
記
念
プ
レ
ー
ト
設
置
」(

二
○
一
五
（
平
成
二
七
）

年
四
月
五
日
）(
h

ttp
://jo

n
e

s-sh
io

y
a.tu

m
b

lr.co
m

/

、
二
○
一
六
（
平
成
二
八
）
年
八
月
二
日
最
終
閲
覧)

。

(

�)

当
日
の
研
究
会
に
は
、
研
究
代
表
者
一
名
お
よ
び
研
究
分
担
者
五
名
に
、
さ
ら
に
、
本
学
お
よ
び
他
大
学
の
研
究
者
四
名
、
在
野
の

研
究
者
一
名
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
保
存
活
動
の
関
係
者
三
名
、
そ
し
て
資
料
の
分
類
整
理
を
担
当
す
る
本
学
人
文
学
部
卒
業
生
一
名
が
加
わ

り
、
合
計
十
五
名
が
参
加
し
た
。

(

�)

辻
村
亮
彦
「
弁
護
士
・
最
高
裁
判
事

山
田
作
之
助
―
そ
の
生
涯
」
神
戸
学
院
法
学
四
六
巻
二
号
二
七
―
八
五
頁
、
七
戸
克
彦
「
山

田
喜
之
助
・
正
三
・
作
之
助
・
弘
之
助
」
同
四
六
巻
二
号
八
七
―
一
八
五
頁
（
い
ず
れ
も
二
○
一
六
（
平
成
二
八
）
年)

。

神戸学院法学 第46巻第２号
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(

�)

父

F
re

d
e

rick
M

au
rice

Jo
n

as
(

一
八
五
一(

嘉
永
四)

―
一
九
二
四(

大
正
一
三))

も
、
子

F
re

d
e

rick
(

F
ran

k)
M

o
rris

Jo
n

as

(
一
八
七
八(

明
治
一
一)

―
一
九
五
〇(

昭
和
二
五))

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
名
を
、
イ
ニ
シ
ャ
ル
を
交
え
て
表
記
す
れ
ば｢

F
.M

.
Jo

n
as｣

と
な
る
。
こ
の
た
め
、
水
島
他
（
二
○
一
五
）
一
六
一
頁
註(

�)

は
、
父
と
息
子
の
氏
名
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
が
同
じ
で
あ
っ
た
た
め
か
、
旧

ジ
ョ
ネ
ス
邸
を
建
築
し
た
の
が
父
子
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
か
は
現
時
点
で
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
七
戸
・
前
掲
註(

�)

論
文
一
五
二
―
一
五
三
頁
は
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
に
は
息
子F

ran
k

M
o

rris
Jo

n
as

の
趣
味
で
あ
っ

た
蘭
栽
培
用
の
温
室
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
建
築
主
は
息
子F

ran
k

M
o

rris
Jo

n
as

で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。

筆
者
も
、
父

F
re

d
e

rick
M

au
rice

Jo
n

as

が
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
着
工
当
時
、
ビ
ル
マ
（
現
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
）
の
ラ
ン
グ
ー
ン
（
現
・

ヤ
ン
ゴ
ン
）
で
タ
バ
コ
製
造
工
場
を
経
営
し
て
お
り
、
毎
年
旅
行
の
た
め
に
訪
日
し
て
い
た
事
実
も
踏
ま
え
、
七
戸
教
授
の
推
測
に
賛
成

し
た
い
。

(

�)

山
田
作
之
助
関
係
資
料
に
は
、
作
之
助
の
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
へ
の
転
居
通
知
（
葉
書
大
紙
片
に
謄
写
版
刷
り
、
未
分
類
）
が
遺
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
内
容
は
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
（
旧
字
体
は
改
め
た)

。

「
拝
啓

陳
者
小
生
儀
今
般
自
宅
ノ
ミ
左
ニ
転
居
仕
候
間
御
含
置
被
下
度
尚
事
務
所
ハ
従
前
ノ
場
所
ニ
テ
最
後
迄
敢
闘
致
ス
所
存
ニ

御
座
候

昭
和
二
十
年

月

日

事
務
所

神
戸
市
生
田
区
海
岸
通
八
番
地
（
神
港
ビ
ル
七
階
）

電
話

三
宮

六
一
二
、五
○
八
九
番

自
宅

神
戸
市
須
磨
区
塩
屋
町
千
七
十
番
地

（
新
住
所
）

（
省
線
塩
屋
駅
下
車
、
東
約
五
丁
海
岸
）

電
話

垂
水

五
七
番

弁
護
士

山
田

作
之
助

神戸学院大学・山田作之助関係資料の受け入れの経緯について
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二
伸

今
日
迄
事
務
所
自
宅
共
ニ
空
襲
ニ
ヨ
ル
被
害
無
之
候
」

作
之
助
が
転
居
通
知
に
「
従
前
ノ
場
所
ニ
テ
最
後
迄
敢
闘
致
ス
所
存
」
な
ど
と
決
意
を
述
べ
た
り
、
右
の
二
伸
を
記
し
た
り
す
る
と
こ
ろ

に
、
戦
時
末
の
世
相
や
拡
大
の
一
途
を
辿
る
空
襲
被
害
の
一
端
が
窺
わ
れ
る
。

太
平
洋
戦
争
末
期
の
神
戸
に
対
す
る
空
襲
と
そ
の
被
害
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
神
戸
市
編
『
神
戸
市
史

第
三
集

社
会
文
化
編
』

(

神
戸
市
、
昭
和
四
○
年
）
五
○
九
―
五
五
七
頁
、
新
修
神
戸
市
史
編
集
委
員
会
『
新
修
神
戸
市
史

歴
史
編
Ⅳ

近
代
・
現
代
』(

神
戸

市
、
平
成
六
年
）
八
八
五
―
八
九
一
頁
、
九
○
六
―
九
○
七
頁
を
参
照
。
同
じ
神
戸
市
内
で
も
、
空
襲
の
被
害
が
大
き
か
っ
た
市
街
地

（
灘
、
葺
合
、
兵
庫
の
各
区
）
と
は
対
照
的
に
、
塩
屋
町
（
当
時
は
須
磨
区
の
一
部
）
は
終
戦
ま
で
空
襲
の
被
害
に
遭
わ
な
か
っ
た
。

(

�)

山
田
作
之
助
関
係
資
料
に
は
、「
昭
和
拾
年
六
月
」
付
の
作
之
助
の
「
転
宅
御
通
知
」
の
葉
書
（
未
使
用
）
が
遺
さ
れ
て
い
る
が
、

事
務
所
の
名
称
は
「
高
倍
山
田
法
律
事
務
所
」
と
な
っ
て
い
る
。「
高
倍
法
律
事
務
所
」
か
ら
「
高
倍
山
田
法
律
事
務
所
」
へ
と
、
事
務

所
の
名
称
が
い
つ
の
時
点
で
変
更
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
七
戸
・
前
掲
註(

�)

論
文
一
四
九
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

今
後
の
課
題
で
あ
る
。

(

�)

山
田
作
之
助
＝
野
村
正
男
「
あ
の
人
こ
の
人
訪
問
記
―
山
田
作
之
助
さ
ん
（
上)

」
法
曹
二
○
四
号

(

昭
和
四
二

(

一
九
六
七)

年)

一
二
頁
―
二
二
頁
は
、
司
法
官
試
補
か
ら
判
事
を
経
て
神
戸
で
弁
護
士
と
な
る
ま
で
の
時
期
の
出
来
事
を
、
聞
き
手
で
あ
る
野
村
正
男
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
て
回
想
し
た
も
の
で
あ
る
。
作
之
助
は
、
神
戸
で
の
弁
護
士
活
動
を
振
り
返
っ
て
、
自
ら
を
「
コ
ツ
コ
ツ
事
務
的

に
事
件
を
処
理
す
る
弁
護
士
」(

同
一
六
頁
）
あ
る
い
は
「
バ
ン
ク
・
ロ
イ
ヤ
ー
」(

同
一
七
頁
）
と
評
し
、「
刑
事
﹇
事
件
﹈
は
ほ
と
ん

ど
や
ら
な
い
で
民
事
﹇
事
件
﹈
ば
か
り
や
り
ま
し
た
」(

同
一
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
（[

﹈
内
は
筆
者
が
補
っ
た)

。

(

�)

神
戸
市
役
所
商
工
課
編
『
神
戸
市
商
工
名
鑑
』(

神
戸
市
役
所
商
工
課
、
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
）
二
五
五
頁
に
は
、
大
正
一

二
（
一
九
二
三
）
年
一
○
月
の
調
査
に
基
づ
き
、「
装
身
具
雑
貨
（
和
洋
雑
貨)

」
の
部
に
、
エ
フ
・
エ
ム
・
ジ
ヨ
ネ
ス
商
会
に
つ
い
て
つ

ぎ
の
よ
う
な
記
載
が
見
え
る
（
旧
字
体
は
改
め
た)

。

「
営
業
品
目

雑
貨
、
鉄
板

神戸学院法学 第46巻第２号

14



(105)

営
業
種
別

輸
出
入

取
引
地
方

仕
入
先

米
国
、
印
度
、
英
国

販
売
先

米
国
、
印
度
、
英
国

営
業
税
額

四
三
○
円

商
号
又
は
氏
名

株
式
会
社

エ
フ
、
エ
ム
、
ジ
ヨ
ネ
ス
商
会

営
業
所

八
幡
通
二
丁
目
一
ノ
二

電
話
番
号

宮

二
九
六
八
」

ち
な
み
に
、
同
商
会
の
営
業
税
の
納
付
額
は
、
同
じ
装
身
具
雑
貨
（
和
洋
雑
貨
）
の
部
に
属
す
る
六
十
五
の
個
人
商
店
・
会
社
の
営
業
税

の
納
付
額
（
三
〇
円
以
上
）
中
で
は
、
第
四
位
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
神
戸
市
役
所
商
工
課
編
『
神
戸
市
商
工
名
鑑
』(

神
戸
市
役
所
商
工
課
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
）
四
四
九
頁
で
は
、
昭

和
四
年
（
一
九
二
九
）
年
一
二
月
の
調
査
に
基
づ
き
、「
一
般
貿
易
及
仲
立
代
理
（
一
般
貿
易
及
仲
立
代
理)

」
の
部
に
、
エ
フ
・
エ
ム
・

ジ
ヨ
ネ
ス
商
会
は
、
や
や
異
な
っ
た
内
容
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
旧
字
体
は
改
め
た)

。

「
営
業
品
目

一
般
商
品

営
業
種
別

輸
出
入

取
引
地
方

仕
入
先

各
地

販
売
先

各
地

公
称
資
本
金

一
〇
万
円

払
込
資
本
金

一
〇
万
円

商
号
及
代
表
者
氏
名

株
式
会
社

エ
フ

エ
ム

ジ
ヨ
ネ
ス
商
会

取
締
役

エ
フ

エ
ム

ジ
ヨ
ネ
ス

営
業
所

八
幡
通
二
丁
目
一
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電
話
番
号

葺

二
二
六
八

二
二
六
九
」

な
お
、
こ
の
後
、
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
お
よ
び
同
一
二
（
一
九
三
七
）
年
に
も
神
戸
市
役
所
商
工
課
編
『
神
戸
市
商
工
名
鑑
』
は

刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
も
エ
フ
・
エ
ム
・
ジ
ヨ
ネ
ス
商
会
に
関
す
る
記
載
は
見
当
た
ら
な
い
。

ま
た
、K

O
B

E
T

R
A

D
E

IN
D

E
X

1
9

2
7

�

2
8
(

K
o

b
e

C
h

am
b
e

r
o

f
C

o
m

m
e

rce
,

1
9

2
8)

p
.

2
1

4

は
、“

F
O

R
E

IG
N

F
IR

M
S
”

の
一
覧

中
で
、
同
商
会
の
事
務
所
の
住
所
連
絡
先
お
よ
び
業
務
内
容
を
、
よ
り
詳
し
く
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
。

“
Jo

n
as

F
.

M
.

&
C

o
.,

L
td

.

1
&

2
H

ach
im

an
-d

o
ri

2
-ch

o
m

e

T
e

l.
F

u
k

i.
2

2
6

8
(

2)

P
.

O
.

B
o

x
2

1

‘Jo
n

as’

E
x

p
o

rts
:

C
o

m
p

risin
g

P
o

rce
lain

s,
L

acq
u

e
r

W
are

s,
T

o
y

s,
S

ilk
an

d
C

o
tto

n
G

o
o

d
s,

A
n

tim
o

n
y

W
are

s,
R

ag
-ru

g
,

G
lass-ru

g
s,

B
am

b
o

o
W

are
s

&
Jap

an
e

se
P

ro
d

u
cts

In
p

o
rts

:
L

e
af

T
o

b
acco

,
P

lu
m

b
ag

o
,

C
o

p
ra,

e
tc.”

右
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
同
商
会
は
、
昭
和
初
年
に
お
い
て
、
磁
器
、
漆
器
、
玩
具
、
絹
お
よ
び
木
綿
製
品
、
ア
ン
チ
モ
ニ
ー
合
金
製
品
、

布
製
小
物
、
ガ
ラ
ス
製
小
物
、
竹
細
工
そ
の
他
の
日
本
製
品
を
輸
出
し
、
葉
タ
バ
コ
、
黒
鉛
、
コ
プ
ラ
（
コ
コ
ヤ
シ
の
胚
乳
を
乾
燥
さ
せ

た
も
の
で
、
ヤ
シ
油
の
原
料
）
を
輸
入
し
て
い
た
。

(

�)

山
田
作
之
助
関
係
資
料
に
は
、
作
之
助
が
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
か
ら
依
頼
を
受
け
て
執
筆
し
た
意
見
書
の
綴
が
多
数
遺
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
う
ち
、「
昭
和
九
年
度
意
見
書
綴
」(

山
田
作
之
助
関
係
資
料D

�No
.4

2
�1
（
事
務
所
意
見
書)

、
未
整
理
）
二
○
八
―
二
○
九
頁
に
は
、

｢

エ
フ
・
エ
ム
・
ジ
ヨ
ネ
ス｣

、
す
な
わ
ち

F
ran

k
M

o
rris

か
ら
依
頼
を
受
け
、
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
九
月
六
日
に
作
之
助
が
作
成
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し
た
「
覚
書
」
案
が
あ
る
。
そ
の
主
な
内
容
は
、「
昭
和
九
年
拾
月

日
」
付
で
債
務
者
が

F
ran

k
M

o
rris

に
対
す
る
合
計
五
万
八
二
八

○
円
余
の
貸
金
債
務
を
承
認
し
た
上
で
そ
の
弁
済
を
改
め
て
約
束
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

(
�)
山
田
作
之
助
関
係
資
料
に
は
、F

ran
k

M
o

rris

か
ら
作
之
助
に
宛
て
た
書
簡
（
山
田
作
之
助
関
係
資
料

D

�No
.

3
8

（
手
紙
・
は
が

き)
、
未
整
理
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
書
簡
は
、
山
田
科
研
第
一
回
研
究
会
の
開
催
翌
日
の
二
○
一
六
（
平
成
二
八
）
年
七
月
三
日
、

山
田
作
之
助
関
係
資
料
の
調
査
に
あ
た
っ
た
七
戸
克
彦
・
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授
の
手
で
発
見
さ
れ
た
。F

ran
k

M
o

rris

が
自
身
の
釈
放
を
知
ら
せ
る
と
共
に
、
作
之
助
の
義
父
で
あ
る
高
倍
権
太
郎
の
死
去
を
悼
む
内
容
か
ら
、
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
一

一
月
中
旬
以
降
の
来
信
と
推
定
さ
れ
る
。

(

�)

山
田
作
之
助
関
係
資
料
に
は
、
ジ
ョ
ネ
ス
が
敵
国
人
と
し
て
神
戸
の
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
・
ス
ク
ー
ル
（
加
奈
陀
学
校
）
に
一
時
的
に
抑

留
さ
れ
た
事
実
を
証
明
す
る
「
事
実
証
明
書
」
と
題
す
る
公
文
書
の
写
し
（
山
田
作
之
助
関
係
資
料

D

�No
.4

9

�2

（
手
紙
類
・
法
律
関

係)

、
未
整
理
）
が
含
ま
れ
て
い
る
（
こ
の
写
し
も
ま
た
、
二
○
一
六
（
平
成
二
八
）
年
七
月
三
日
、
山
田
作
之
助
関
係
資
料
の
調
査
に

あ
た
っ
た
七
戸
教
授
の
手
で
発
見
さ
れ
た)

。
エ
フ
・
エ
ム
・
ジ
ヨ
ネ
ス
商
会
の
用
箋
に
鉛
筆
書
き
で
記
載
さ
れ
た
そ
の
内
容
は
、
つ
ぎ

の
通
り
で
あ
る
（
旧
字
体
は
改
め
た)

。

「
事
実
証
明
書

住
所

神
戸
市
須
磨
区
塩
屋
町
一
○
六
九

氏
名

F
ran

k

フ
ラ
ン
ク

M
o

rris

モ

リ

ス

Jo
n

as

ジ
ヨ
ネ
ス

（
日
本
名

森
井
亀
次
郎
）

国
籍

二
重
国
籍
（
日
本
及
英
国
）

生
年
月
日

西
暦
一
八
七マ
マ

年
四
月
二
十
三
日

右
者
昭
和
十
七
年
九
月
二
十
五
日
よ
り
同
年
十
一
月
十
二
日
ま
で
加
奈
陀
学
校
に
抑
留
せ
し
こ
と
を
証
明
す

昭
和
二
十
一
年
七
月
二
日

兵
庫
県
警
察
部
警
務
課
長

印
」
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小
宮
ま
ゆ
み
『
敵
国
人
抑
留
―
戦
時
下
の
外
国
民
間
人
』(

吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
九
年
）
一
一
―
一
二
頁
は
、
敵
国
人
抑
留
の
変
遷

を
大
ま
か
に
四
つ
の
時
期
に
分
け
、
そ
の
う
ち
、
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
か
ら
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
九
月
ま
で
の
時
期
を
第

二
期
と
し
て
い
る
。
そ
の
時
期
は
、
小
宮
に
よ
れ
ば
、
女
性
宣
教
師
や
修
道
女
も
抑
留
対
象
と
し
た
、
よ
り
厳
し
い
対
応
が
行
わ
れ
た
時

期
で
あ
っ
た
。
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
六
月
当
時
、
内
務
省
警
保
局
外
事
課
で
は
、
防
諜
の
徹
底
と
、
非
抑
留
敵
国
人
の
存
在
に
よ
っ

て
起
こ
さ
れ
る
戦
争
遂
行
上
の
支
障
の
排
除
の
理
由
か
ら
、
抑
留
の
強
化
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
う
け
て
内
務
省
警
保
局
は
、
同

年
八
月
一
八
日
、「
敵
国
人
の
抑
留
に
関
す
る
件
通
牒
」
を
発
し
、「
外
諜
容
疑
あ
る
者
又
は
防
諜
上
支
障
あ
る
者
」
お
よ
び
「
邦
人
と
の

接
触
を
利
用
し
我
国
民
の
戦
意
又
は
団
結
に
支
障
を
及
ぼ
す
虞
あ
る
者
」
を
新
た
な
抑
留
対
象
と
し
て
規
定
し
た
。
と
り
わ
け
後
者
に
関

し
て
、
従
来
は
抑
留
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
教
師
、
宣
教
師
、
修
道
女
、
保
母
が
、
年
齢
や
性
別
を
問
わ
ず
、
新
た
に
抑
留
対
象
と
さ
れ

た
。
こ
の
通
牒
に
基
づ
き
、
各
府
県
は
新
た
に
該
当
者
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
同
年
九
月
か
ら
一
○
月
上
旬
に
か
け
て
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
ご

と
に
一
斉
に
「
抑
留
強
化
措
置
」
と
称
し
て
、
対
象
を
拡
大
し
た
外
国
人
抑
留
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
抑
留
強
化
措
置
に
よ
っ
て
新
た
に

抑
留
さ
れ
た
外
国
人
は
全
国
で
一
五
二
名
、
う
ち
一
二
六
名
は
女
性
で
あ
っ
た
（
以
上
、
小
宮
・
前
掲
書
八
五
―
八
七
頁)

。
前
掲
の
公

文
書
の
写
し
の
内
容
が
事
実
で
あ
れ
ば
、F

ran
k

M
o

rris

は
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
抑
留
強
化
措
置
の
一
環
と
し
て
、
当
時
、
神
戸
市
灘

区
青
谷
町
の
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
・
ス
ク
ー
ル
寄
宿
舎
に
設
け
ら
れ
た
、
兵
庫
県
第
一
抑
留
所
に
抑
留
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
福
林
徹

「
神
戸
に
あ
っ
た
捕
虜
収
容
所
と
敵
性
外
国
民
間
人
抑
留
所
」
歴
史
地
理
教
育
七
二
二
号
（
二
○
○
七
年
）
一
〇
四
―
一
一
一
頁
、
一
〇

八
―
一
〇
九
頁
に
よ
れ
ば
、
カ
ナ
ダ
学
院
（
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
・
ス
ク
ー
ル
）
寄
宿
舎
に
設
け
ら
れ
た
第
一
抑
留
所
に
は
、
開
戦
と
同
時
に
、

神
戸
在
住
の
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
の
国
籍
の
貿
易
商
、
宣
教
師
、
英
語
教
師
な
ど
が
収
容
さ
れ
た
。
第
一
抑
留
所
お

よ
び
他
の
三
か
所
の
抑
留
所
は
、
い
ず
れ
も
神
戸
市
内
の
外
国
資
産
で
あ
っ
た
建
物
に
設
け
ら
れ
て
い
た
た
め
、
暖
房
、
西
洋
式
の
シ
ャ

ワ
ー
浴
室
な
ど
の
設
備
は
調
っ
て
い
た
が
、
抑
留
者
の
増
加
に
よ
る
ス
ペ
ー
ス
の
不
足
や
燃
料
の
欠
乏
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
食

糧
事
情
の
悪
化
に
よ
り
、
抑
留
者
の
体
力
は
衰
え
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
兵
庫
抑
留
所
か
ら
は
、
終
戦
時
ま
で
に
十
二
人
（
う
ち
神
戸
・

大
阪
在
住
者
は
五
人
）
の
死
者
が
出
た
と
い
う
（
福
林
・
前
掲
論
文
一
一
一
頁)
。
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F
ran

k
M

o
rris

の
抑
留
当
時
の
敵
国
人
抑
留
の
全
般
的
な
状
況
は
右
に
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
が
、F

ran
k

M
o

rris

自
身
の
抑
留
お

よ
び
英
国
籍
放
棄
の
経
緯
に
つ
い
て
、
詳
細
は
長
ら
く
不
明
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
幸
い
に
も
そ
の
一
端
が
、
最
近
の
新
聞
報
道
で
明
ら

か
に
さ
れ
た
。

安
藤
文
暁
「
手
紙
に
『
ペ
テ
ン
師
と
呼
ば
な
い
で
』

二
重
国
籍

日
英
板
挟
み
」
神
戸
新
聞
朝
刊
二
○
一
六
（
平
成
二
八
）
年
九
月

二
三
日
二
五
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、F

ran
k

M
o

rris

は
、
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
七
月
、「
英
国
領
事
に
依
頼
さ
れ
、
排
英
運
動
に
つ

い
て
の
情
報
を
集
め
た
」
と
の
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
て
い
た
。F

ran
k

M
o

rris

は
、
当
時
、
全
国
で
一
斉
摘
発
さ
れ
た
英
国
人
十
一
人
の

う
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
一
二
月
に
は
、F

ran
k

M
o

rris

は
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
に
伴
い
、
四
か

月
余
り
拘
束
さ
れ
た
。
戦
後
は
、
連
合
国
軍
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
と
神
戸
市
と
の
調
整
役
と
し
て
活
躍
し
た
と
い
う
。

前
掲
・
神
戸
新
聞
記
事
は
、F

ran
k

M
o

rris

の
戦
争
中
の
英
国
籍
放
棄
に
関
連
し
て
、F

ran
k

M
o

rris

自
身
が
一
九
四
七
（
昭
和
二

二
）
年
一
〇
月
三
○
日
付
で
在
神
戸
英
国
領
事
に
宛
て
た
、
タ
イ
プ
打
ち
の
英
文
書
簡
の
コ
ピ
ー
の
写
真
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
の
英
文

書
簡
は
、
戦
前
神
戸
の
西
洋
人
事
情
を
研
究
す
る
田
村
恵
子
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
客
員
研
究
員
の
調
査
に
よ
り
、
英
国
公
文
書

館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
自
身
の
英
国
籍
回
復
を
願
う
書
簡
の
一
節
で
、F

ran
k

M
o

rris

は
、
戦
争
中
に
英
国
籍
を

放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
そ
の
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
。

「
半
世
紀
に
わ
た
り
母
国
に
忠
実
に
奉
仕
し
て
き
た
後
に
、
私
は
自
分
が
ペ
テ
ン
師

im
p

o
ste

r

で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
た
く
は
あ
り

ま
せ
ん
。
私
は
ま
た
、﹇
自
分
が
﹈
無
国
籍
の
人
間
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
も
耐
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
勧
め
に
応
じ
て
日
本
国
籍
を

受
け
入
れ
た
際
の
隠
れ
た
動
機
は
、
日
本
の
官
憲
に
よ
る
さ
ら
な
る
迫
害
を
免
れ
る
た
め
に
他
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
勧
め
に

応
じ
た
後
で
す
ら
、
私
は
抑
留
さ
れ
て
い
ま
し
た
。」
（[
﹈
内
は
筆
者
が
補
っ
た
）

し
か
し
、
本
人
の
嘆
願
も
む
な
し
く
、F

ran
k

M
o

rris

の
英
国
籍
は
つ
い
に
回
復
さ
れ
な
か
っ
た
。

前
掲
・
神
戸
新
聞
記
事
に
よ
れ
ば
、F

ran
k

M
o

rris

の
子
息
が
、
現
在
七
十
八
歳
で
西
宮
市
に
居
住
し
て
い
る
が
、
記
者
の
取
材
に

応
じ
て
、「
父
は
母
と
幼
い
私
が
い
て
神
戸
を
離
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
結
果
的
に
英
国
か
ら
も
『
敵
国
に
通
じ
た
ス
パ
イ
』
と
疑
わ
れ
、

神戸学院大学・山田作之助関係資料の受け入れの経緯について

19



(110)

『
両
国
を
飛
び
交
う
コ
ウ
モ
リ
』
と
軽
蔑
さ
れ
て
い
た
」
と
語
っ
て
い
る
。

右
に
紹
介
し
た
前
掲
・
神
戸
新
聞
記
事
に
は
、F

ran
k

M
o

rris

は
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
一
二
月
か
ら
四
か
月
間
抑
留
さ
れ
て

い
た
事
実
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
註
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
公
文
書
の
写
し
か
ら
は
、F

ran
k

M
o

rris

は
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）

年
九
月
か
ら
二
か
月
間
、
再
度
抑
留
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。F

ran
k

M
o

rris

の
抑
留
や
英
国
籍
放
棄
の
経
緯
、
そ
し
て
作
之
助
が

F
ran

k
M

o
rris

の
抑
留
解
除
や
国
籍
問
題
に
ど
の
よ
う
に
関
与
し
た
の
か
、
な
ど
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
さ
ら
な
る
調
査
が
必
要

と
思
わ
れ
る
（
田
村
恵
子
「
神
戸
の
英
国
人
貿
易
商
と
太
平
洋
戦
争
―
国
籍
問
題
を
め
ぐ
っ
て
―
」『

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
接
収
資
料

を
中
心
と
す
る
戦
前
の
日
豪
交
易
の
社
会
経
済
史
研
究
』(

基
盤
研
究
（
Ｂ)

・
課
題
番
号
二
〇
三
三
○
○
七
二
・
研
究
成
果
報
告
書)

、

二
○
一
二
（
平
成
二
四
）
年
、
七
九
―
九
○
頁
）
は
、
水
島
他
（
二
○
一
五
）
も
参
考
文
献
に
掲
げ
て
お
り
、F

ran
k

M
o

rris

の
抑
留

お
よ
び
英
国
籍
放
棄
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
国
立
国
会
図
書
館
へ
の
調
査
照
会
に
よ
っ
て
も
国
内
の
図
書
館
そ

の
他
の
研
究
機
関
で
の
所
蔵
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
残
念
な
が
ら
筆
者
は
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た)

。

な
お
、
前
掲
・
神
戸
新
聞
記
事
は
、F

ran
k

M
o

rris

の
子
息
が
現
在
、
父
の
生
涯
を
本
に
ま
と
め
て
い
る
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。
子

息
に
よ
る
伝
記
は
、F

ran
k

M
o

rris

の
抑
留
や
国
籍
放
棄
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
太
平
洋
戦
争
前
か
ら
続
く

F
ran

k
M

o
rris

と
作
之
助

と
の
関
係
や
、
作
之
助
へ
の
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
譲
渡
の
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
光
を
当
て
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。
そ
の
完
成

が
切
望
さ
れ
る
。

(

�)

水
島
他
（
二
○
一
五
）
一
六
一
頁
註(

�)

に
よ
れ
ば
、
変
更
の
内
容
は
、
棟
の
煙
突
の
撤
去
、
地
階
の
地
下
室
へ
の
変
更
、
ボ
イ
ラ
ー

室
の
廃
止
、
一
階
応
接
間
と
階
段
の
和
室
厨
房
等
へ
の
変
更
お
よ
び
二
階
居
間
の
和
室
へ
の
変
更
で
あ
る
。

(

�)

作
之
助
の
長
女
・
知
は
小
林
定
人
（
裁
判
官
、
後
に
弁
護
士
）
と
結
婚
し
、
長
女
・
洋
子
を
も
う
け
た
。
小
林
知
編
『
洋
子
の
作
文

と
日
記
』(

改
訂
第
二
版
、
実
業
之
日
本
社
、
一
九
八
八
年
）
は
、
上
智
大
学
在
学
中
に
早
世
し
た
洋
子
の
日
記
と
作
文
を
収
め
て
い
る
。

洋
子
は
、
作
之
助
が
最
高
裁
判
所
判
事
を
退
官
し
て
間
も
な
い
一
九
六
六
（
昭
和
四
一
）
年
八
月
の
夏
休
み
期
間
中
に
神
戸
の
祖
父
宅
に

滞
在
し
た
が
、
そ
の
際
の
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
印
象
を
、
そ
の
日
記
（
小
林
・
前
掲
書
五
三
六
頁
）
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

神戸学院法学 第46巻第２号

20



(111)

「
八
月
六
日
（
土
曜
日
）

こ
の
神
戸
の
家
は
英
人
が
建
て
た
西
洋
館
を
二
十
五
年
ぐ
ら
い
前
に
買
っ
た
も
の
で
、
神
戸
特
有
の
異
人
館
の
よ
う
な
ふ
ぜ
い
。

天
井
は
高
す
ぎ
る
し
、
は
め
こ
み
鏡
も
異
人
用
。
戸
棚
、
食
卓
、
椅
子
な
ど
中
世
に
さ
か
の
ぼ
っ
た
方
が
い
い
よ
う
な
古
め
か
し

い
彫
刻
。
ド
ア
も
カ
ー
テ
ン
も
重
い
と
い
う
こ
と
で
、
鉄
キ
ン
の
家
に
か
え
よ
う
と
し
た
ら
、
神
戸
の
建
築
屋
さ
ん
た
ち
が
や
っ
て

来
て
、
神
戸
ら
し
さ
を
と
ど
め
て
お
く
と
い
う
意
味
で
も
ど
う
ぞ
こ
の
ま
ま
で
、
と
い
う
の
で
、
今
で
も
わ
ざ
わ
ざ
椅
子
に
の
っ
か
っ

て
鏡
を
見
た
り
、
ラ
イ
オ
ン
の
彫
刻
の
か
た
い
革
の
椅
子
に
座
っ
て
勉
強
し
て
い
る
あ
り
さ
ま
。

時
代
に
さ
か
ら
っ
て
い
る
の
も
は
な
は
だ
し
い
の
で
、
祖
母
の
希
望
で
お
台
所
と
浴
室
は
一
階
に
あ
げ
て
、
地
下
は
酒
ぐ
ら
だ
け

に
し
た
。
祖
父
だ
け
は
た
の
し
そ
う
に
、
一
つ
一
つ
ハ
ン
ブ
ル
グ
の
間
と
か
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
間
と
か
呼
ん
で
い
る
。
冷
房
完
備
・

プ
ー
ル
の
一
つ
ぐ
ら
い
あ
る
ハ
イ
カ
ラ
な
ビ
ル
で
も
建
て
た
方
が
い
い
の
に
と
思
っ
て
い
る
の
は
私
。
こ
の
ま
ま
の
方
が
い
い
ワ
、

戦
争
の
時
こ
の
地
下
室
に
逃
げ
た
の
ヨ
、
よ
く
焼
け
な
か
っ
た
こ
と
、
と
夢
み
る
瞳
に
な
る
の
は
う
ち
の
母
。」

以
上
の
叙
述
か
ら
は
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
に
対
す
る
作
之
助
の
愛
着
の
一
端
が
窺
わ
れ
る
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
東
京
在
住
で
現
代
の

生
活
様
式
に
慣
れ
親
し
ん
だ
洋
子
に
と
っ
て
は
、
古
色
蒼
然
と
し
た
自
邸
に
対
す
る
作
之
助
の
愛
着
は
、
理
解
し
難
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
以
上
の
引
用
箇
所
は
、
辻
村
亮
彦
・
本
学
法
学
部
専
任
講
師
に
ご
教
示
を
頂
い
た
。

(

�)

旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
敷
地
の
登
記
簿
に
よ
れ
ば
、
昭
和
三
四
年
四
月
一
五
日
、
作
之
助
と
関
係
の
あ
っ
た
千
葉
県
木
更
津
市
の
企
業
が

敷
地
を
買
い
受
け
、
翌
一
六
日
付
で
同
社
へ
の
敷
地
の
所
有
権
移
転
登
記
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
と
関
連
し
て
か
、
作
之
助
は
、
同
年
四
月

一
五
日
付
で
同
社
と
の
間
で
代
物
弁
済
予
約
を
締
結
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
作
之
助
に
将
来
生
じ
る
所
有
権
移
転
請
求
権
を
保
全
す
る
た
め
、

翌
一
六
日
付
で
所
有
権
移
転
請
求
権
仮
登
記
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
弘
之
助
は
、
昭
和
三
七
（
一
九
六
二
）
年
一
二
月
二
七
日
に
右
の

企
業
か
ら
敷
地
を
買
い
受
け
、
そ
の
所
有
者
と
な
っ
て
お
り
、
昭
和
三
八
（
一
九
六
三
）
年
三
月
九
日
付
で
そ
の
旨
の
所
有
権
移
転
登
記

が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
前
述
の
仮
登
記
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
七
（
一
九
六
二
）
年
一
二
月
二
七
日
（
弘
之
助
が
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の

敷
地
を
買
い
受
け
た
と
さ
れ
る
日
と
同
じ
日
）
に
作
之
助
が
権
利
を
放
棄
し
た
も
の
と
し
て
、
平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
一
〇
月
一
日
付
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で
抹
消
登
記
が
な
さ
れ
た
。

(
�)

旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
敷
地
の
登
記
簿
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
（
一
九
九
○
）
年
三
月
二
四
日
（
弘
之
助
死
去
の
日
）
に
相
続
を
原
因
と
し

て
そ
の
三
人
の
子
に
敷
地
の
所
有
権
が
移
転
し
て
い
る
（
平
成
六
（
一
九
九
四
）
年
三
月
二
日
付
で
、
そ
の
旨
の
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る)

。

ま
た
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
建
物
の
登
記
簿
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
（
一
九
九
○
）
年
三
月
二
四
日
付
で
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
建
物
に

つ
き
、
弘
之
助
の
三
人
の
子
を
共
有
者
と
す
る
所
有
権
保
存
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

水
島
他

(
二
〇
一
五)

一
六
二
頁
。

(

�)

塩
屋
ま
ち
づ
く
り
推
進
会
（
以
下
、
推
進
会
と
呼
ぶ
）
は
、「
神
戸
市
地
区
計
画
及
び
ま
ち
づ
く
り
協
定
等
に
関
す
る
条
例
」(

い
わ

ゆ
る
「
神
戸
市
ま
ち
づ
く
り
条
例｣

、
一
九
八
一
年
（
昭
和
五
六
）
年
制
定
）
に
基
づ
く
「
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
」
に
準
ず
る
組
織
と
し

て
、
二
○
○
六
（
平
成
一
八
）
年
に
結
成
さ
れ
た
。
推
進
会
の
下
に
、
塩
屋
の
ま
ち
の
将
来
に
つ
い
て
話
し
合
う
場
と
し
て
、
塩
屋
小
学

校
区
内
の
住
民
、
通
勤
者
、
地
権
者
で
あ
れ
ば
誰
で
も
自
由
に
参
加
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
定
例
勉
強
会
」
と
「
専
門
部
会
」
が
設
け
ら

れ
た
。
勉
強
会
で
は
円
満
で
建
設
的
に
話
し
合
い
を
進
め
る
た
め
の
ル
ー
ル
が
定
め
ら
れ
、
後
に
規
則
化
さ
れ
た
。
ま
た
、
誰
も
が
塩
屋

の
地
域
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
（
す
な
わ
ち
、
駅
の
掲
示
板
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
専
用
サ
イ
ト
に
よ
る
情

報
発
信
）
が
構
築
さ
れ
た
。

阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
機
に
、
震
災
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
神
戸
市
で
は
防
災
を
意
識
し
た
ま
ち
づ
く
り
が
推
進
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
、

そ
の
動
き
は
塩
屋
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
塩
屋
は
古
く
か
ら
の
町
並
み
を
保
つ
反
面
、
幅
員
が
狭
く
緊
急
車
両
が
通
り
に
く

い
道
路
を
抱
え
、
防
災
面
で
不
安
を
残
し
て
い
た
。
塩
屋
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
は
、
二
○
○
○
（
平
成
一
二
）
年
か
ら
神
戸
市
主
導
で
始

ま
っ
た
が
、
防
災
性
向
上
の
声
が
住
民
の
間
で
多
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
塩
屋
の
魅
力
を
肯
定
的
に
捉
え
洋
館
の
利
用
や
景
観
規
制
を
進

め
る
議
論
に
至
ら
な
か
っ
た
。
推
進
会
の
結
成
は
、
塩
屋
の
魅
力
や
景
観
な
ど
、
道
路
問
題
以
外
の
課
題
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
や
ま
ち

づ
く
り
の
イ
ベ
ン
ト
、
さ
ら
に
は
「
塩
屋
ま
ち
づ
く
り
構
想
」
の
策
定
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。

以
上
を
含
め
、
塩
屋
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
の
（
平
成
に
入
っ
て
か
ら
の
）
経
緯
に
つ
い
て
は
、
水
島
他
（
二
○
一
五
）
一
六
一
―
一
六

神戸学院法学 第46巻第２号

22



(113)

二
頁
を
参
照
。
ま
た
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
保
存
活
動
の
当
事
者
の
回
顧
お
よ
び
総
括
と
し
て
、
信
森
徹
「
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
保
存
活
動
―
ま

ち
づ
く
り
の
視
座
か
ら
」
ひ
ょ
う
ご
ヘ
リ
テ
ー
ジ
機
構
年
報
（
ひ
ょ
う
ご
ヘ
リ
テ
ー
ジ
機
構
、
二
○
一
四
年
）
第
一
一
集
一
五
二
―
一
五

三
頁
も
参
照
。

と
こ
ろ
で
、
水
島
他
（
二
○
一
五
）
一
六
六
頁
は
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
保
存
活
動
に
つ
い
て
、「
地
域
住
民
の
塩
屋
の
ま
ち
を
守
り
た

い
と
い
う
想
い
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
、
洋
館
単
体
の
保
存
を
目
指
す
反
対
運
動
と
は
異
な
る
」
と
指
摘
し
た
上
で
、「
ま
ち
づ
く
り
活

動
の
延
長
上
に
展
開
さ
れ
た
住
民
主
体
の
保
存
運
動
」
と
評
価
し
て
い
る
。
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
保
存
活
動
に
と
ど
ま
ら
ず
、
塩
屋
の
ま
ち

づ
く
り
活
動
の
歴
史
の
検
討
か
ら
は
、
ま
ち
づ
く
り
と
の
関
係
で
私
権
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
べ
き
か
、
ま
た
、
そ
の
過
程
に
地
域
住
民

が
関
与
す
る
と
し
て
、
そ
の
仕
組
み
を
ど
の
よ
う
に
構
築
し
機
能
さ
せ
て
い
く
べ
き
か
を
考
え
る
上
で
、
貴
重
な
知
見
あ
る
い
は
示
唆
が

得
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
こ
の
点
に
つ
き
付
言
す
れ
ば
、
作
之
助
自
身
、
一
九
七
三
（
昭
和
四
八
）
年
以
降
数
年
間
に
わ
た
り
、
自
邸
の
隣
地
の
マ
ン
シ
ョ

ン
建
設
計
画
に
近
隣
住
民
と
共
に
反
対
し
、
裁
判
を
経
て
最
終
的
に
マ
ン
シ
ョ
ン
の
規
模
を
変
更
さ
せ
て
い
る
。
隣
地
の
マ
ン
シ
ョ
ン
建

設
計
画
へ
の
近
隣
住
民
の
反
対
運
動
に
作
之
助
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
関
与
し
た
か
は
、
今
後
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
が
、
作
之
助

も
ま
た
、
地
域
住
民
の
一
人
と
し
て
、
塩
屋
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
に
参
加
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

(

�)

地
権
者
も
推
進
会
の
会
員
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
公
の
会
合
で
直
接
私
権
に
関
わ
る
話
し
合
い
を
す
る
の
は
相
応
し
く
な
い
、
と
の

理
由
か
ら
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
保
存
活
用
運
動
は
引
き
継
ぐ
会
が
実
質
的
に
行
い
、
推
進
会
は
事
実
確
認
や
意
見
集
約
の
場
と
さ
れ
た
。

水
島
他
（
二
○
一
五
）
一
六
三
頁
。

(

�)

そ
の
他
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
関
連
の
報
道
に
つ
い
て
は
、
水
島
他
（
二
○
一
五
）
一
六
四
頁
「
表
５－

１

メ
デ
ィ
ア
掲
載
一
覧
表
」

を
参
照
。

(

�)

旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
建
物
お
よ
び
敷
地
の
登
記
簿
に
よ
れ
ば
、
マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
業
者
は
、
二
○
一
三
（
平
成
二
五
）
年
三
月
二
九
日

に
弘
之
助
の
三
人
の
子
か
ら
建
物
お
よ
び
敷
地
を
買
い
受
け
、
そ
の
所
有
者
と
な
っ
て
い
る
（
同
日
付
で
、
そ
の
旨
の
所
有
権
移
転
登
記
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が
建
物
お
よ
び
敷
地
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
い
る)

。
も
っ
と
も
、
本
文
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
建
物

お
よ
び
敷
地
の
売
却
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
は
前
年
九
月
に
基
本
合
意
に
達
し
て
い
た
。

(
�)
な
お
、
地
域
住
民
側
か
ら
見
た
、
こ
の
間
の
交
渉
過
程
に
つ
き
、
塩
屋
ま
ち
づ
く
り
推
進
会
「[

旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
問
題
﹈
あ
な
ぶ
き

興
産
が
マ
ン
シ
ョ
ン
計
画
説
明
に
来
ま
す
」(

二
○
一
三
年
三
月
一
九
日
）(

h
ttp

://sh
io

y
am

ach
isu

i.b
lo

g
5

7
.fc2

.co
m

/b
lo

g
-cate

g
o

ry
-9

-

4
.h

tm
l

、
二
○
一
六
（
平
成
二
八
）
年
八
月
二
日
最
終
閲
覧
）
に
始
ま
り
、
同
「[

旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
問
題
﹈
あ
な
ぶ
き
興
産
マ
ン
シ
ョ
ン

チ
ラ
シ
に
つ
い
て
の
要
望
書
」(

二
○
一
四
（
平
成
二
六
）
年
三
月
二
六
日
）(

h
ttp

://sh
io

y
am

ach
isu

i.b
lo

g
5

7
.fc2

.co
m

/b
lo

g
-cate

g
o

ry
-

9
-0

.h
tm

l

、
二
○
一
六
（
平
成
二
八
）
年
八
月
二
日
最
終
閲
覧
）
に
終
わ
る
一
連
の
投
稿
を
参
照
。
水
島
他
（
二
○
一
五
）
一
六
二
―
一

六
四
頁
も
参
照
。

(

�)

高
松
浩
志
「
地
元
の
洋
館
残
そ
う
」
朝
日
新
聞
朝
刊
大
阪
本
社
版
二
○
一
三
年
五
月
九
日
三
二
ペ
ー
ジ
。

(

�)

前
掲
註(

�)

・
朝
日
新
聞
記
事
。

(

�)

一
般
社
団
法
人
・
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
を
時
代
に
引
き
継
ぐ
会
「
二
四
日
あ
な
ぶ
き
興
産
本
社
訪
問
ご
報
告
」(

二
○
一
三
（
平
成
二
五
）

年
六
月
二
五
日
）(

h
ttp

://jo
n

e
s-sh

io
y

a.tu
m

b
lr.co

m
/p

ag
e

1
1

、
二
○
一
六
（
平
成
二
八
）
年
八
月
二
日
最
終
閲
覧)

。

(

�)

高
松
浩
志
「
神
戸
の
洋
館
解
体

三
ヵ
月
延
期
」
朝
日
新
聞
朝
刊
大
阪
本
社
版
二
○
一
三
年
七
月
二
日
三
七
ペ
ー
ジ
。

(

�)

前
掲
註(

�)

・
朝
日
新
聞
記
事
。

(

�)

信
森
徹
氏
の
談
話
（
二
○
一
六
（
平
成
二
八
）
年
五
月
二
七
日
、
於

大
阪
・
船
場
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
内

サ
ロ
ン
・
ド
ゥ
・
螺)

。

(

	)

高
松
浩
志
「
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
『
保
存
協
力
を』

」
朝
日
新
聞
朝
刊
神
戸
版
二
○
一
三
年
八
月
三
○
日
三
一
ペ
ー
ジ
。

当
時
、
マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
業
者
と
の
交
渉
に
関
わ
っ
た
引
き
継
ぐ
会
副
理
事
長
の
信
森
徹
氏
は
、
買
い
取
り
後
の
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
保

存
活
用
の
シ
ス
テ
ム
作
り
の
た
め
、
九
月
末
の
解
体
期
限
ま
で
の
時
間
を
使
い
切
っ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
、
と
回
顧
し
て
い
る
（
前
掲

註(

�)

・
信
森
徹
氏
の
談
話)

。
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
の
保
存
活
用
の
た
め
、
短
期
間
の
う
ち
に
合
同
会
社
と
一
般
社
団
法
人
の
二
つ
の
法
人

を
設
立
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
に
つ
き
、
水
島
他
（
二
○
一
五
）
一
六
四
―
一
六
五
頁
を
参
照
。
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(

�)

高
松
浩
志
「
塩
屋
・
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸

一
社
買
い
取
り
交
渉
」
朝
日
新
聞
朝
刊
神
戸
版
二
○
一
三
（
平
成
二
五
）
年
一
○
月
一
日
三

一
ペ
ー
ジ
。

(
�)
高
松
浩
志
「
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸

解
体
が
始
ま
る
」
朝
日
新
聞
朝
刊
神
戸
版
二
○
一
三
（
平
成
二
五
）
年
一
一
月
八
日
三
五
ペ
ー
ジ
。

な
お
、
引
き
継
ぐ
会
は
、
現
在
、
こ
の
と
き
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
か
ら
搬
出
さ
れ
た
部
材
を
店
舗
な
ど
に
無
償
で
貸
し
出
す
「
旧
ジ
ョ
ネ
ス

邸
移
植
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
進
め
、
単
な
る
建
築
の
保
存
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
域
の
記
憶
の
継
承
を
模
索
し
て
い
る
。
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
つ
い
て
は
、
水
島
他
（
二
○
一
五
）
一
六
五
―
一
六
六
頁
、
高
松
浩
志
「
洋
館
モ
ダ
ン
記
憶
を
継
ぐ

塩
屋
・
旧
ジ
ョ
ネ
ス
邸
」
朝
日

新
聞
朝
刊
神
戸
版
二
○
一
五
年
一
月
一
六
日
二
七
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

(

�)

関
東
・
関
西
の
い
く
つ
か
の
大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関
に
山
田
作
之
助
関
係
資
料
の
受
け
入
れ
を
打
診
し
た
が
、
条
件
が
折
り
合

わ
ず
、
い
ず
れ
も
不
調
に
終
わ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
森
本
ア
リ
氏
、
信
森
徹
氏
の
談
話
（
二
○
一
六
（
平
成
二
八
）
年
四
月
二
二
日
、

於

本
学
有
瀬
キ
ャ
ン
パ
ス
六
号
館
四
階
人
文
学
部
研
究
室)

。

(

�)

大
原
良
通
・
本
学
人
文
学
部
教
授
へ
の
聞
き
取
り
（
二
○
一
六
（
平
成
二
八
）
年
六
月
二
○
日
、
於

本
学
有
瀬
キ
ャ
ン
パ
ス
六
号

館
四
階
人
文
学
部
研
究
室)

。

(

�)

前
掲
註(

�)

・
大
原
教
授
へ
の
聞
き
取
り
。

(

�)

山
田
作
之
助
関
係
資
料
に
含
ま
れ
る
資
料
の
う
ち
、
作
之
助
の
蔵
書
類
は
十
二
個
の
ス
チ
ー
ル
書
棚
に
分
類
配
架
さ
れ
て
お
り
、
文

書
類
は
約
七
十
個
の
ボ
ー
ル
紙
製
の
文
書
整
理
箱
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
蔵
書
類
、
文
書
類
と
も
に
、
今
の
と
こ
ろ
正
確
な
点
数
は
不
明

で
あ
り
、
文
書
類
に
つ
い
て
は
仮
目
録
を
作
成
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

【
追
記
】
本
稿
は
、
平
成
二
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ)

、
課
題
番
号
一
五
Ｋ
〇
三
○
九
六
）
の
助
成
に
よ
る
研
究

成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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